
日医発第 511号（地域） 

 令和６年６月１２日 

 

 都道府県医師会 

担 当 理 事 殿 

公益社団法人日本医師会    

                           常任理事 細川 秀一  

 （公印省略） 

 

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行

及び船舶活用医療推進本部の設置について  

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 令和 3 年 6 月 18 日に成立した「災害時等における船舶を活用した医療提供体制

の整備の推進に関する法律」が、本年 6 月 1 日から施行されることとなりました。  

今回、法の概要等について、内閣官房船舶活用医療推進本部設立準備室（法施行

に伴い内閣官房船舶活用医療推進本部に改組）より、厚生労働省並びに各都道府県

防災部局に別添事務連絡が発出されるとともに、厚生労働省から都道府県の医療担

当部局に対して周知がなされました。 

 災害時等における船舶を活用した医療提供体制（以下、船舶活用医療という）は、

災害が発生した地域等において必要とされる医療を、船舶を活用して的確かつ迅速

に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び

身体を災害又は感染症から保護することに資することを目的としております。国は

この基本理念にのっとり、船舶活用医療の整備の推進に関する施策を総合的に策定

し、実施する責務を有することになります。概要については別添資料の別紙をご覧

ください。 

 また、別添資料のうち、「２．これまでの検討状況について」の「船舶活用医療に

活用する船舶、資器材及び人員について」では、医療従事者については、「国の全面

的な支援の下、被災都道府県を通じて DMAT、日本赤十字社、JMAT 等から確保する」

こととされております。  

つきましては、貴会におかれましても、本件ご了知いただきますようよろし

くお願いいたします。  
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